
森里川海つながり学習会の制作物使用取扱要領

（趣旨）

第１条　この要領は、森里川海つながり学習会の制作物を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。

　（定義）

第２条　この要領において、「森里川海つながり学習会の制作物」とは、静岡県環境政策課が制作した森里川海つながり学習会において利用する動画、パンフレット、解説教材のことをいう。

（使用承認の申請）

第３条　森里川海つながり学習会の制作物を使用しようとする者は、知事の承認を受けなければならない。

２　前項の承認を受けようとする者は、あらかじめ様式第１号又は同様式の内容を記載した任意の文書により、静岡県くらし・環境部環境政策課に申請をしなければならない。

　（使用承認）

第４条　前条第２項の申請があった場合、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、制作物の使用を承認し、承認した場合は様式第２号により申請者に通知するものとする。

(1) 営利団体等が自己の利益を主たる目的とするとき。（ただし、県の環境教育に寄与することが認められる場合は除く。）。

(2) 県のイメージを傷つける恐れがあるとき。

(3) 法令及び公序良俗に反するとき。

(4) その他知事が制作物の使用について不適当と認めるとき。

（使用料）

第５条　使用料は無料とする。

　（使用承認の取消し）

第６条　知事は、制作物の使用がこの要領及び使用承認の内容に違反していると認められるときは、その使用承認を取り消すことができる。

　（使用結果報告）

第７条　使用承認を受けた者は、使用後速やかに制作物の使用結果を様式第３号又は同様式の内容を記載した任意の文書により、報告しなければならない。

　（補則）

第８条　この要領に定めるもののほか、必要な事項については、知事が定める。
附　則

この要領は、令和●年●月●日から実施する。

